
期間　～令和８年４月６日（月）から１５日（水）までの１０日間～ 

～マナーアップ！あなたが主役です～ 

※令和８年４月１日から、自転車の交通違反に青切符が導入されます。自転車は「車両
の仲間」です。基本的な交通ルールを守って交通事故を防ぎましょう。 
※回覧板が回ってくる頃には、交通安全運動が終了している可能性が高いですが、秋と
年末にも交通安全運動を実施していますので、日頃から安全運転の励行をお願いします。 
 
 
 
 

県 内 の 山 岳 遭 難 の 現 状 

○令和７年中の山岳遭難発生状況 
　令和７年中の山岳遭難は、70件発生して80人（うち死者８人）が遭難し、主な遭難
の態様は、道迷い26人、転倒19人、滑落10人で全体の半数以上を占めています。 

山 で 遭 難 し な い た め に 

○登山する前に・・・ 
・事前に登山ルートを確認して、各自の経験、技術、体力などに応じた無理のない登山
計画を立て、単独登山は控え、複数人で登山しましょう。 
・登山計画書や登山カードを提出し、家族などにも登山コースや帰宅時間を教えておき、
登山関係のアプリ等を有効にご活用ください。 
・日帰り登山でも、登山地図や防寒着、雨衣、非常食、照明具、ツェルト（簡易テント）
携帯電話の予備バッテリー、熊よけ鈴、熊撃退スプレーを必ず携行しましょう。 

○登山中は・・・ 
・悪天候時や体調不良の場合は、無理をせず勇気をもって引き返しましょう。 
・日帰り登山では、目的地に着かなくても、日暮れまでに下山しましょう。 

山 で 遭 難 し た 場 合 に は 

・道に迷ったら、先に進まず、位置が分かるところまで引き返しましょう。 
・戻れない場合は、むやみに動かず、尾根に出て救助を待ちましょう。 
・携帯電話や無線機などで救助要請する場合は、電波が届く場所を探して通報してくだ
さい。なお、電池の消費を抑えるため、救助要請とは無関係な通信は控えましょう。 
・救助のヘリコプターの音が聞こえたら、上空を見通せる広い場所に出て、目立つ色の
衣類などを振って合図しましょう。

「春の交通安全県民総ぐるみ運動」の実施について

　　　　　　【運動の重点】 

　　　　　　

　　　　 

　　　　　　

　　　　　　

　　　　　　

○ 　 通 学 路 ・ 生 活 道 路 に お け る こ ど も を 始 め と す る 歩 行 者 の 安 全 確 保
　
○　「 な が ら ス マ ホ 」 の 根 絶 や 歩 行 者 優 先 等 の 安 全 運 転 意 識 の 向 上
 
○　自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底と

　ヘ ル メ ッ ト の 着 用 促 進

裏面もあります。



 


